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虹引＝一 "

司法行政文書不開示通知書

4月10日付け（同月13日受付）で申出のありました司法行政文書の開示につ

いて，下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

新型コロナウィルス感染症に関する緊急事態宣言発令中に継続する御庁の業務

内容が書いてある文書（弁護士会への連絡文書を含むが， これに限らない。 ）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。
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